
講演 「CSR と福祉事業団体 

～地域で信頼される福祉事業団体であり続けるために、本気で CSR をしなきゃいけない理由」 

 

川北 秀人 氏 

【 プロフィール 】 

1964年大阪生まれ。87年に京都大学卒業後、（株）リクルートに入社し、91年に退職。その後、国際青年交流ＮＧＯの

日本代表や国会議員の政策担当秘書などを務め、94年にＩＩＨＯＥ設立。ＮＰＯや社会責任志向の企業のマネジメント

を支援し、ＣＳＲや環境・社会コミュニケーションを推進している。環境ｇｏｏで「環境・社会コミュニケーションの考え方・

進め方」連載中。 

【 現在の主な役職 】 

ＩＩＨＯＥ [人と組織と地球のための国際研究所] 代表者 

「ＮＰＯマネジメント」 編集発行人 

「安全・安心で持続可能な未来に向けた社会的責任に関する円卓会議」総合戦略部会委員【NPO/NGO代表協議員】 

 

CSR とは「企業が社会で果たすべき責任」のこと 

私たちの団体は 15 年前から、市民団体の運営のお手伝いを中心に、 近では行政と地域の市民と

の協働を促す活動なども行っている。CSR 関連では、各社が発行する CSR レポートに「第三者意見」を

書いたり、市民との対話をお手伝いしたり、その関連の調査を実施したりコラムを書いたりしている。

CSR関連の情報開示をしている日本企業は、把握されているだけで1000社を超える。東証一部上場約

1700 社中、約 450 社も CSR レポートを出している。つまり非上場でも自発的に CSR 情報を開示してい

る企業が 500 社以上ある。発行するすべての企業の中で、第三者意見をとっているのは 100 社ほどだ。 

第三者意見は、会計監査とは異なる。監査は「書いてあることが正しいか・正しくないかを確認するこ

と」で、意見は「この会社がやっていることが真っ当かどうかを、主観を含めて書くもの」だ。私は相手先

の会社を 2～3 日訪れて主な部署からヒアリングし、その会社がなすべきことをなしているのかどうかの

意見をまとめる。レポートは「報告書」であり、「パンフレット」とは異なり、有価証券報告書と同様に、自

社に都合の悪いことも書かなければならない。つまりレポートを発行する約 1000 社は、自社に都合の

悪い事実も含めて情報公開するという決心を、一応している会社ということになる。しかも、私に第三者

意見を求めている会社は、市民団体によるヒアリングを通じて、自社の問題点を洗い出そうとしている。

たとえば日本航空には 2006 年度から執筆しているが、安全関連の不祥事が続いたころに比べれば、

見違えるほど良くなった。ぜひ同社の CSR レポートをご覧いただきたい。いったんスイッチが入れば、会

社は短期間にポジティブに変化していける。 

CSR レポートには、環境の他にも実に多様なことがらが書かれている。働いている人の人権、地域の

住民への配慮、取引先・部品を納入する会社などとの接点についても、自社がどう取り組んでいるかが

書かれている。 

CSR とは“Corporate Social Responsibility”の略だが、「社会貢献」と間違われていることが多い。

「CSR 活動」などと言う人がいるが、R は「責任」、CSR は「企業が社会において果すべき全ての責任」の

ことであり、「CSR への取り組み」というのが正しい。業績が悪化して従業員を減らさざるを得なかった場

合でも、単に「事業の選択と集中を進めた」と記述するのではなく、どういうプロセスで人を減らしたのか

を書かなければならない。会社にしてみれば、「お金をかけて外部の人間に意見をもらって、何で自社

に不利な情報まで出さなければならないのか」と思われるかもしれないが、その会社の社会に対する責

任、働いている全ての人たちに責任を負っているのだということを明らかにすることが大切だ。 

 

「前提は変わった」－低成長・少子・長寿の日本 

ここで、2020 年の世界と日本について考えたい。我々NPO は CSR への取り組みをなぜ問うのか。未

来の日本や地域を考えれば、企業が生き残るために社会的責任を果たすのは当然だからだ。日本は

今後 2020 年までの間、高く見積もっても年率 1.5％の成長、中国は 2009 年も 9％弱、来年も 8％台と予



 

 

測されている。両国の GDP が並ぶ 2009 年を 100 とすると、日本は 2020 年に 117、中国は 210、つまり

中国の GDP はそのとき 1000 兆円を超え、今後 10 年間に現在の日本１国分と同じ経済規模の成長を

遂げるのが中国経済の力だ。アメリカもまだ人口が増えているが、年率 2.5％成長を続けても 2025 年に

は中国に並ばれる。原油や鉄やレアメタルの価格は、主要国が不況でも、途上国がリーマン・ショック以

前の水準まで戻しており、実需が増えているから上がる。現在の日本の国民１人当たり GDP は、IMF な

どの調査では 20 位前後と、フィンランドやノルウェーなどに圧倒的に負ける。それを本気で上げようと思

えば、女性の就業率を上げるしかない。働く意欲と能力があるのに、働いてない人たちに、現金収入を

得てもらう以外に GDP を上げる手段はない。神奈川県や静岡県、愛知県などは、女性就業率の M 字カ

ーブが も深い県ワースト 5 に入っている。せっかく勉強していったんは就職した女性が能力を発揮し

続けられる国にしない限り、日本の国民 1 人当りの GDP は上がらない。いくら物をつくっても、国内で買

ってもらえない。これをやらずに日本の GDP が減り続けるのをただ待つのか。ワークライフバランスや

女性の管理職比率を高めなければならないと私たちが言うのは、国力の維持を考えているから。 

現在の日本の高齢者率は約 23％だが、1990 年は 12.1％。わずか 20 年で 2 倍になった。少子高齢

化とは少子と長寿の同時進行だが、 大の問題は、安心して子どもを生み育てられないという課題。長

寿は、健康であれば決して悪いことではない。後期高齢者にかかる介護や医療の負担さえクリアできれ

ば、どうにかなる。しかし今でさえちゃんと回っていない介護保険が、今後 10 年間に約 30%増える後期

高齢者に対応できるか。それまでにヘルパーを 3 割増やすのは、現在の制度では無理だ。 

このように、企業や行政の方たちに申し上げるのは「前提は変わった」ということ。平成は昭和とはパ

ラダイムが違う。「高度成長で子どもが多く高齢者が少なかった」日本から、「低成長で少子で長寿」の

日本になった。その前提で、国づくり、地域づくり、会社づくりをしなければならない。会社も「介護しなが

ら働き続けられるしくみ」に変える必要がある。私は 1964（昭和 39）年生まれで、そのころ「1 人っ子」は 2

割程度だった。今春新卒で入った 22～23 歳の人たちの「1 人っ子率」は約 4 割、今年の小学校 6 年生

になると 5 割近い。初婚年齢と初産年齢が上がると、子育てよりも介護の方が先かもしれない。つまり

会社の制度として、有給休暇や介護休暇がしっかり取れる会社でないと「介護休職＝自動的に退職」と

なったら、せっかく育てた人材は一体どうするのか。優秀な人材に働き続けてもらえる会社になるため

に、しくみとルールを根本的に変えなければならない。 

つまりワークライクバランスは、従業員に楽をさせろということではなく、全体の生産性を上げろという

ことだ。ものを決めるのに 3 日かかっていたのを、2～3 分で決められないか。そうすれば、待っていた時

間帯に別のことができるし、早く帰宅して子供や家族と過ごせる。そういう会社にしていくことを、市民団

体運営のノウハウを活用しながら説明する仕事を、10 年ほどしてきた。 

 

企業の社会責任と法的責任 

CSRは「企業の社会的責任」と訳されるが、社会的の「的」はいらない。社会における責任であり、「社

会責任」と訳すべきだ。社会責任の対概念は「法的責任」。法律に基づく責任だ。つまり社会責任は、

「法律を超えた、社会に対する責任」だ。 

CSR という言葉が知られるようになったのは 2002 年ごろからで、「法律を守るだけでは、顧客の信頼

や品質の向上、取引先との関係維持、ブランドの価値向上はおぼつかない」ことを思い知らされる事件

がいくつかあった。大阪の船場吉兆がなくなる決定打になったのは、お客様に 1 回出したものを、またお

客さんに出したから。食品衛生法には違反していない。しかし、その一件を報じられて、世の中から抹殺

された。 

法律を守っているだけでは、会社は生き延びられない。僕自身は可能な限り、リーバイスとユニクロ

を着るようにしている。リーバイスとナイキの違いも、よく例として取り上げられる。ナイキは 1990 年代後

半に、東南アジアの生産委託先工場で、児童労働が発覚した。ナイキは二度としないと表明したが、翌

年の内部監査で継続が明らかになり、不買運動が起きた。同じ時期にリーバイスも、バングラデシュで

13 歳の女の子たちが働いていることがわかった。同社はどうしたか。取引停止、その子たちの解雇では

なく、第 3 の方法を採った。取引停止やその子たちを解雇したらどうなるのか。農村から出て来た子たち

は、職を失うと現金収入がなくなり、村に帰れない。インドで売春させられる可能性が高い。そこで同社

は、工場内の寮に教室をつくり、先生を雇って、教育を受けさせた。費用はすべて同社持ち。そして、そ

の子たちが卒業後に「働きたい」という希望があれば、また雇うことにした。こんな方法はどこの国の法



 

 

律にもないが、彼らは「社会に対して 2 度過ちを犯したくない」と、株主の許可を得て、社会に対する責

任を果した。 

ユニクロも同様だ。56 人以上雇用する会社は、障碍者を雇わなければならないという障碍者雇用率

が法で定められている。同社の今年 3 月時点の障碍者雇用率は、なんと 8.2％。知的障害や精神障害

の人たちを雇い、在庫管理や値札の付け替え等の作業にほぼ各店舗 1 人を配置している。さらに子育

て中の女性も店長になれるよう「9 時-5 時店長制度」を導入し、副店長の権限を強化して、店長と責任

を共有できる体制を導入した。ちなみに中国のどこの工場で何を作っていて、その原料をどう調達して

いるかが追いかけやすい会社でもあり、他のアパレルのメーカーよりも透明度が高い。 

 

ISO26000 のポイントは、目標・実施・開示の自主性 

今後は、CSR の C が取れて「すべての組織の社会責任」が問われる。ISO（国際標準化機構）では、

9000が品質、14000が環境管理、そして26000を策定中で、 “Social Responsibility”に関する国際ガイ

ドラインが来年秋発行予定だ。コーポレート（企業）だけでなく、大学や労働組合、自治体や我々市民団

体にも、SR が問われている。 

ISO9000 や 14000 は「自主目標・自主実施・第三者認証」、外部の人が検査して、認証を受けなけれ

ばならない。ところが 26000 は、小さな組織でもチャレンジできるよう、「自主目標・自主実施・自主開示」、

検査も認証も不要とした。楽だと思われるかもしれないが、大企業は逆に、外部にお墨付きをもらうので

はなく、自分で常にハードルを上げ続けなければならない。ISO26000 に対応するには、自ら PDCA サイ

クル（計画：Plan→実行：Do→検証：Check→改善：Action の流れを次の計画に活かすプロセスのこと）

を回し続ける体制にシフトする必要がある。 

これは海外の誰かが勝手に決めたことではなく、「ISO26000 に認証はいらない」といったのは日本経

団連からの代表だ。「認証を義務付けると、中小企業が参加・対応できない」と提案したのが日本経団

連で、NPO などの市民団体も含む世界各国の代表から強く支持された。来年春には 終案が確定し、

早ければ来年 10 月に発効する。ISO26000 が掲げる主要課題（第 6 章）は、組織統治、人権への配慮、

働かせ方、環境への配慮、取引の公正性、消費者を騙していないか、社会貢献の関連も含まれる。す

べて当たり前のことで、これまでに ILO や OECD、WHO などが出してきたものを 1 つにまとめたものだ。

既に電機電子関連メーカーは、取引先に要求する行動規範（EICC）を設けて、労働、安全衛生、環境保

全、管理のしくみ、ビジネス上の倫理に関することをどのような体制で守っているかを記述式で回答させ、

抜き打ち検査に応じるという条件が付けている。ある企業では、東南アジアの向上に抜き打ち視察が訪

れ、タイムカードをチェックされた。 

近では自治体もそういう対応を始めている。横浜市は項目ごとに加点する制度を採用し、入札に

反映する。大阪府なども導入を検討している。静岡でもやった方が良いと思う。「真っ当な会社」が真っ

当に評価されるようにしなければならない。企業に値引き競争ばかりさせても仕様がない。 

責任への取り組みをどう進めるのか。「どういうことがらについて」「誰が」「どれぐらいの深さまで」取り

組むかという、3 つの次元で考える。取り組むことがらは環境、健康、人権、安全などで、ISO26000 など、

ガイドラインは増えている。 

「うちの会社は体制が整ってない」、「トップが方針を示さない」などという人もいるが、CSR は、トップ

ダウンも大事だが、ボトムアップの方が重要だ。トップダウンとボトムアップのバランスがすごく重要で、

全社⇔部門⇔部・課⇔個々の従業員が、それぞれの業務における社会責任をどのように日々実践して

いるかが勝負だ。企業にとって、日常的な社会との接点は、社長ではなく、現場の従業員が圧倒的に多

く持っている。CSR にちゃんと取り組んでいる会社は他のこともできる。品質管理、安全管理、顧客満足

も、結局は現場に継続的に改善する力があるかどうか。目先の利益も重要だが、優秀な従業員が働き

続けられるなど、長期的な基盤への投資することも大切だ。これは「社会貢献」ではなく、自社の生き残

りをどうするかという問題。CSR への取り組みは決して特別なことではなく、日常の仕事を通じて、社会

の中でどう会社を生き残らせていくのかということだ。 

労働関係団体への期待－地域への再投資 

労働関係団体への期待として、金融機関には、工場や住宅などの既存のインフラの補修と更新が、



 

 

今後の日本では、世界で も大規模に求められる。これに備えなければならない。日本にもアメリカの

「地域再投資法」があれば、商店街ぐるみで新しい取り組みができる。そういうものを支援する地域に根

ざした金融機関としての役割が期待されている。もう一つは「グリーン・ニューディール」。本当に「マイナ

ス 25％」を実現するには、設備の更新・補修に合わせて、環境関連技術の導入促進が必要だ。屋根を

葺き替えるなら太陽光発電を付けましょう、ついでに省エネ住宅に変えましょうといった提案が求められ

る。金融機関として「長期的にみれば、こういうものをつけた方がトータルでCO2もコストも下がりますよ」

という誘導ができないだろうか。「太陽熱利用の給湯器を付けると、利率を 0.1%下げます」というのでも

いい。 

アメリカでは、そういう利子補給をオバマ政権が付けていて、動きがかなり加速した。日本でも、補助

とセットで利子補給を付けられないかという提案を、私たちも経団連で話した。 

アメリカの「地域再投資法」（Community Reinvestment Act）は、地域の方からお預かりした預金のう

ちの、何割か定められた率で、その地域内に融資・投資しなければならない、という法律。だから地域で

お金が回る。日本でこれを銀行にいくら話しても全く聞く耳を持たず、真剣に聞いてくださるのは、信金と

労金だけだ。金融制度の再編も新政権の中でやってもいいと思うが、労金が全国で 1 つになって行くと

き、「地域内再投資」をもっと声高に主張すべきだと思う。静岡県内の労働者からお預かりしたお金や共

済でお預かりしているお金は、静岡県内のインフラを育てるために使っていくということを、強く言っても

いいのではないか。特に耐震補強とか省エネの利子補給などは、この地域の重要なテーマだ。 
（2009 年 10 月 24 日 静岡市葵区／クーポール会館） 

 


